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０．本報告の概要
①前提：『日本の居住保障』における欧州との比較
→住宅手当の必要性を所与のものとしつつ、供給・管理の観点から見て、
何を考えておく（何が妨げになるのか、誰に・どのように働きかければよ
いかetc）必要があるか？

＊住宅手当の機能：①所得保障、②居住水準保障、という通説的理解
②論点１：誰に住宅手当が納まるようにするのか？
→ディベロッパーか、居住支援法人か、家主か、借家人か？
③論点２：どのように住宅手当が納まるようにするのか？
→所得保障に割り切るのか、居住水準保障と結びつけるのか、居住支
援を含むのか？
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１．前提：コンテキスト①共通点と相違点
＊共通点
• グローバリゼーション→再開発→Housing Crisis

＊日本における相違点
①社会住宅の少なさ
②住宅手当の少なさ
③居住水準の義務付け不在
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１．②社会住宅の少なさ（AHD： PH4.2.1）
〇全ストック数に占める社会住宅ストック数の割合
• 日本は対象国32か国（平均：7.1%）のうち21位
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１．③住宅手当の少なさ(*日本のみ全世帯数)

日本以外はAHD（PH3.1.1、3.3.1）より。住居確保給付金（2021年度）は厚労省(2021b)、住宅扶助世帯
(2019年度)は厚労省（2021a）、住宅扶助事業費（2018年度）は厚労省（2019）、GDP（2020年度）は内
閣府（2021）、世帯数（2020年）は総務省（2021）より 5

対GDP比住宅手当 所得第Ⅰ5分位受給割合

イギリス 1.38% 22.8%
フィンランド 0.88% 54.6%

ドイツ 0.73% 25.9%
デンマーク 0.72% 41.5%
フランス 0.69% 54.4%
オランダ 0.53% 45.5%

スウェーデン 0.32% 33.9%
ギリシャ 0.21% 1.0%

アイスランド 0.21% 30.8%
チェコ 0.15% 10.2%

アイルランド 0.12% 60.7%
日本 0.12% 2.7%*



１．④居住水準の義務付け不在
〇居住水準に関する諸ルール
• 適切な居住の権利に関わる居住水準を定めた法律なし(鈴木 1996)
• 住宅確保要配慮者の把握方法・人数について政府見解なし（塩崎ほ
か 2018）

• 最低居住水準と誘導面積水準は公的住宅供給政策以外の民間住宅
に対して法的強制性・義務付けなし(上杉・浅見 2009）

→『住宅・土地統計調査』の最低居住面積水準未満世帯：331万世帯
（2008年）→369万世帯（2013年）→353万世帯（2018年）

＊住宅の質について規制が実質的にない以上、住宅の質と結びつけた
家賃負担の目安がないと、所得保障・居住水準保障（Kemp 2007）と
しては不十分なものにならざるをえない
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参考．ドイツにおける標準家賃表（大場 2019）
「次に、比較家賃制度Vergleichsmieteは、1971年の「借家人保護
法」によって導入された。これは、住宅の建築年・規模・設備水準・立地
条件*を加味して、自治体・家主組織・借家人組織の三者間の協議によ
り作成された家賃の比較対象表（「標準家賃表Mietspiegel」と呼ば
れる）にもとづき、家賃改定に際して地元通常家賃（ortsübliche
Miete）を上回らないよう値上げ幅を制限し、当該自治体における家賃
の平準化を図る制度である」22
*「商店・学校・医療制度などへの近接性、交通条件、建築密度、騒音な
どが評価基準」33
→2002年の法改正：緩やかな拘束制度の意味変化（102）

＊潜在的機能の変化と住宅問題の可視化
→透明性∧公平性が担保されたルールの必要性 7



２．既存の民間借家経営の構造変容①前提
＊なぜ日本では、公営住宅が少なくても・住宅手当がなくても、「やって
これた」のか？
→日本の住宅保障システム（佐藤 2009）：社宅と借家法の重要性

〇くいつぶし型経営（森本 1976）の機能と意義
（a）機能（次スライド）：住宅不足への量的充足機能、「相対的」低家賃
の実現、借家関係への規範的拘束
（ｂ）意義：戦後の住宅問題に対して、くいつぶし型経営（経営のフェー
ズ）＋借家法（法のフェーズ）という二層的処理
→住宅問題そのものへの「解決」（市場のフェーズ）＋住宅政策による
解決への要求と力の抑制（政治のフェーズ）という潜在的機能
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補論．くいつぶし型経営の機能（佐藤 2021）
＊（a）地代を考慮する必要性がなく、(b)複数の収入減があるがゆえに
家賃水準が低いので、（ｃ）適正利潤が得られなくても経営が継続する

①住宅不足への量的充足機能
• 既成市街地における家主の持家の建て替え∧郊外地域においては農
地の転用→家主の生活・都市の拡大に適合的な形のアパート供給

②「相対的」低家賃の実現
• 土地利用規制が限定的な日本の都市計画⇔地価の上昇に比べて緩
やかな家賃上昇

③借家関係（家主と借家人の関係）への規範的拘束
• 家主の居住地が賃貸住宅と同じ建物や近隣→家主・借家人双方に
「良好な」借家関係の維持 9



参考．既存経営を前提とした家主焼け太り
前提①：（継続）最低居住水準が義務付けられていない∧目安が定め
られていない→居住の質と家賃負担率とが結びつけられていない
前提②：（変化）くいつぶし型経営による政策的介入の困難

「公営住宅政策に替わる住宅政策論として、公営住宅を払い下げ、その
資金を活用する議論もあるが、これを実施したイギリスの政策経緯を辿
ると、容易に賛成できない。また、公共住宅の直接供給を家賃補助に切
り替えていく議論がある。これの実施は、民間借家のストックが一定の水
準に達していることが大前提である。現状でこれを実施しても、良好な
居住水準が保障されず、家賃補助の費用が、家主に吸収されるだけで
ある。」（住田 2003: 134）
→住宅手当が実施されても、所得保障にはなるが、それ以外にならない
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２．②供給・管理の法的・アクター的前提
（a）法的規制…宅地建物取引業法（1952年）、いわゆる「追い出し屋
規制法案」廃案（2011年；日弁連 2012）、賃貸住宅管理業者登録
制度（2011年）、民法・債務保証限度額導入（2020年）、サブリース
規制法（2020年）、賃貸住宅管理業法（2021年）

（ｂ）不動産業…全日本不動産協会（全日・1952年）→全日本不動産
政治連盟（1982年）、全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連・
1967年）、全国宅建政治連盟（1971年）

（ｃ）管理業…全国賃貸管理業協会（1991年）・賃貸住宅管理業協会
（1992年）→日本賃貸住宅管理業協会（日管協・1995年）、賃貸不
動産管理業協会（2001年）
→不動産業から管理業・家賃債務保証業が分化する過程 11



２．③民間借家供給・管理のヘゲモニーと類型
〇太田秀也による一連の研究（太田 2014; 太田・矢田 2016）
（a）いまだ個人家主が多数派
（ｂ）管理戸数が多い企業ほど、近年管理戸数増加＆サブリースの傾向
（ｃ）建設主体→土地所有者： 誰が建てるのか →ハウスメーカー型

↘ディベロッパー型 ↘サブリース型
＊類型と建てられる住宅には相関…建設量、立地etc

（ｄ）サブリースには、（ⅰ）建設受注・管理一体型、（ⅱ）投資用マンショ
ン販売・管理一体型、（ⅲ）借り上げ管理型

→現在の供給・管理構造の下では、ディベロッパーやサブリース会社が
（実質的に）支配的であるとすれば、働きかけるべきは誰？
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補論．住居確保給付金継続運動の階級的基盤
（a）住居確保給付金は、コロナ禍において利用要件緩和＆利用者の著
増（厚労省 2021b）
→要件緩和の一環として、コロナ以前は原則3か月・上限9か月であっ
たものが、12か月まで延長＆再利用も容認

（ｂ）可視化された要求主体
• 借家人：住まいの貧困に取り組むネットワーク（2020）、専門職：日本
弁護士連合会（2020）、住宅業界：住宅新報（2020）、議員連盟：
自由民主党賃貸住宅対策議員連盟（2020）など

→一見して相反するような借家人、供給・管理側、さらには政治主体も
含めて、住宅手当の恒常化は、コロナ禍においては、意見の一致？
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３．改正住宅セーフティネット法①法制史
（a）2006年：住宅建設計画法廃止＆住生活基本法制定
• 住生活基本計画に沿って住宅政策の実施

（ｂ）2007年：住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃
貸住宅の供給の促進に関する法律）制定
• 住宅確保要配慮者に対して、賃貸住宅への円滑な入居を支援
＊意義：①セーフティネットとして民間借家の位置づけ、②「居住支援」
概念の登場

（ｃ）2017年：改正住宅セーフティネット法
• 登録住宅の認証、行政による情報提供、要配慮者の入居
＊意義：①入居拒否への部分的規制、②居住支援法人の制度化
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参考．国交省によるモデル図
〇
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３．②改正法をめぐる理解
• 現時点では改正法について多くの理解
→ニーズが多様化するなか、居住支援概念の提起・制度化を行う、とい
う改正法に込められた現代的意義

〇平山（2021）による批判と筆者による理解
• 2020年度までに17.5万戸という登録住宅の戸数目標
→登録戸数の大半は大東建託およびビレッジハウスによるもの
←個人家主へのインセンティブがない以上、企業に頼むしかない？

＊改正法の総括の（ひとつの）仕方
→個人家主が登録しないなら企業に働きけるのも一つの方向性か？
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４．社会住宅の可能性①アメリカ
〇アメリカ＝ディベロッパー型（渡邊 2015、呼称は筆者によるもの）
「住戸密度の割り増しが与えられる密度ボーナス（Density Bonus）、
包括型ゾーニング、その他の土地利用規制を通して、民間開発業者に
総住戸の内、一定の割合で低・中所得者向け住戸を確保させることによ
り、ミックスト・インカム住宅を促進させる」79
＊住戸密度…敷地面積単位当たりの住戸数の上限は決められている

• アメリカ型の意義
＝住宅密度の規制緩和を引き換えに、低所得層に住宅提供を行うという、
国家とディベロッパーとの間の取引関係
→居住支援をいったん捨象して、居住水準保障・所得保障を達成するた
めに、ディベロッパーに働きかける可能性
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４．社会住宅の可能性②イギリス
〇イギリス＝ハウジングアソシエーション型（角田 2020；祐成 2021）
＊HA…社会住宅・居住支援を行う民間非営利事業体
・居住支援は必ずしも黒字ではない⇔住宅供給が重要な収入源
（a）大量住宅ストック、低空き家率、housing benefit利用による収入
（ｂ）行政からアフォーダブル住宅の供給要請→住宅開発時に利益を考
慮した開発計画を建てざるを得ない

• イギリス型の意義
＝HBの提供が、借家人を経てHAの事業費になることで、居住支援も含
めてHAの経営へと奉仕
→居住支援も含めて居住保障を達成するために、居住支援法人に働き
かける可能性 18



５．総括①
〇住宅手当を実施する上で何を考えておく必要があるか？
• 日本には、居住水準と家賃負担率の目安が（法制度上は）ない
• 供給・管理における支配的主体に、インセンティブを付与することとの
関連で、住宅手当が検討されてよい

論点１：誰に住宅手当が納まるようにするのか？
→ディベロッパーか、居住支援法人か、家主か、借家人か？
論点２：どのように住宅手当が納まるようにするのか？
→所得保障に割り切るのか、居住水準保障と結びつけるのか、居住支
援を含むのか？
＊「出羽の国」の必要性と配慮：メリットとデメリットは選択の問題
→最終的には民主主義の問題に帰結
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５．②残された課題
①国交省・厚労省における社会住宅派への政策構想提示
• 政府、各省庁は一枚岩ではなく、居住保障政策の方向性そのものが政
治によって決まっている

• おそらく、新自由主義派・社会住宅派・現状維持派が省内に存在する
ため、その分析および当該勢力への政策構想の提示が必要

②民間借家市場における供給・管理構造の実態提示・分析
• 太田秀也など一部の例外を除いて、供給・管理構造の実態記述およ
び分析がまだされていないため、政策的インプリケーションを導く研究
が必要

20



参考文献①（社会学評論スタイルガイドに基づく）

平山洋介，2021，「これが本当に住まいのセーフティネットなのか」『世界』944: 189-196．
角田悠衣，2020，「財務分析に基づくハウジングアソシエーションによる社会住宅供給と居住支援の実態——ロ
ンドンのG15を対象として」京都大学工学研究科計画系修士論文公聴会．
Kemp, Peter, ed ,2007，Housing allowances in comparative perspective, Bristol : Policy 
Press.
国土交通省「新たな住宅セーフティネット制度について」．
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

厚生労働省，2019，「生活保護制度の概要等について」『第１回生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関
する検討会』．
https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000488808.pdf

――――，2021a，「12扶助世帯数及び扶助人員，月・１か月平均×保護の種類（重複計上)別」『2019年被
保護者調査』
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032062378&fileKind=0

――――，2021b，『厚生労働白書令和3年版』.
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/20/dl/1-01.pdf

森本信明，1976，『民間貸家の更新に関する研究』京都大学工学研究科博士論文．
内閣府，2021，『2020年度（令和２年度）国民経済計算 年次推計 （支出側系列等）』．
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/gaiyou/pdf/point_20211208.pdf

日本弁護士連合会，2012，「賃借人居住安定化法案（追い出し屋規制法案）の制定を求める意見書」．
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120628_2.pdf 21

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000488808.pdf
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032062378&fileKind=0
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/20/dl/1-01.pdf
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/gaiyou/pdf/point_20211208.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120628_2.pdf


参考文献②
――――，2020，「新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支払に困難を来す人々を支援するため、住居確
保給付金の支給要件緩和と積極的活用を求める会長声明」．
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200507_3.html
大場茂明，2019，『現代ドイツの住宅政策――都市再生戦略と公的介入の再編』明石書店．
OECD,2021，”Figure PH4.2.1 Relative size of the social rental housing stock”,Affordable
housing database.
https://www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.xlsx
――――,2021,” Figure PH 3.1.1. Public spending on housing allowances in OECD 
countries ”,Affordable housing database.
https://www.oecd.org/els/family/PH3-1-Public-spending-on-housing-allowances.xlsx
――――,2021,” PH3.3.1. Share of households receiving a housing allowance”,Affordable
housing database.
https://www.oecd.org/els/family/PH3.3-Recipients-payment-rates-housing-allowances.xlsx
太田秀也，2014，「賃貸住宅管理業の史的・実態的研究」『都市住宅学』87: 185-190．
太田秀也・矢田尚子，2016，「賃貸住宅の供給・経営に関する史的・実態的研究――供給形態による供給実態
の差異を中心に」『住総研研究論文集』42(0): 13-23．
佐藤岩夫，2009，「「脱商品化」の視角からみた日本の住宅保障システム」『社會科學研究』60（5・6）: 117-
141．
佐藤和宏，2021，『戦後日本における居住保障システムの福祉社会学的研究』東京大学人文社会系研究科博
士論文． 22

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200507_3.html
https://www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.xlsx
https://www.oecd.org/els/family/PH3-1-Public-spending-on-housing-allowances.xlsx
https://www.oecd.org/els/family/PH3.3-Recipients-payment-rates-housing-allowances.xlsx


参考文献③
塩崎賢明・阪東美智子・川崎直宏・稲葉剛・見上崇洋・岡本祥浩・川田菜穂子・鈴木浩，2018，「住生活基本法
体制の到達点と課題――居住弱者の住生活に着目して」『住総研研究論文集・実践研究報告集』44(0): 25-
36．

総務省統計局，2010，「57住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)，世帯人員(6区分)，最低居住面積水
準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている主世帯―特
掲)―全国」『平成20年住宅・土地統計調査』．

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000007372641&fileKind=0

――――，2015，「68住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)，世帯人員(6区分)，最低居住面積水準・誘
導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数―全国」『平成25年住宅・土地統計調査』．

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000028504532&fileKind=0

――――,2019,「第76-1表 住宅の所有の関係(6区分)，世帯人員(6区分)，最低居住面積水準・誘導居住
面積水準状況(6区分)別主世帯数－全国，都道府県, 21大都市」『平成30年住宅・土地統計調査』．

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031865799&fileKind=0

――――，2021，『令和２年国勢調査 人口速報集計結果 結果の概要』．

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/outline.pdf
祐成保志，2021，「社会政策としての住宅政策・再考」上村泰裕・金成垣・米澤旦編『福祉社会学のフロンティア
――福祉国家・社会政策・ケアをめぐる想像力』ミネルヴァ書房，139-155． 23

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000007372641&fileKind=0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000028504532&fileKind=0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031865799&fileKind=0
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/outline.pdf


参考文献④
住まいの貧困に取り組むネットワーク（2020）「すべての家主、不動産業者、家賃保証会社への緊急アピール
――家賃滞納者への立ち退き要求を止め、共に公的支援を求めましょう」．

https://drive.google.com/file/d/1dIUCesltsivGL6EW6jHNqu5rDI799tBs/view

鈴木庸夫，1996，「「住む」権利と法政策」『都市住宅学』13: 7-10．

上杉昌也・浅見泰司，2009，「日本における住宅規模水準の存在意義と研究動向」『東京大学空間情報科学研
究センターディスカッションペーパー』98．

渡邊詞男，2015，『格差社会の住宅政策――ミックスト・インカム住宅の可能性』早稲田大学出版部．

「自由民主党賃貸住宅対策議員連盟が総会実施」『全国賃貸住宅新聞』（2020年11月17日）．

https://www.zenchin.com/news/post-5646.php

「社説 民間賃貸住宅へのコロナ対策支援 大家・賃借人らに更なる支援策を」『住宅新報』（2020年5月19日
号）．

https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000043567

24

https://drive.google.com/file/d/1dIUCesltsivGL6EW6jHNqu5rDI799tBs/view
https://www.zenchin.com/news/post-5646.php
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000043567


謝辞．
• 本報告に際して、祐成保志先生（東京大学准教授・社会学）にはイギ
リスのハウジングアソシエーションについて、岩永理恵先生（日本女
子大学准教授・社会福祉学）には無料低額宿泊所と社会福祉制度に
ついて、それぞれ貴重なコメントと文献のご教示をいただいた。記して
感謝申し上げる

• しかし、本報告に関する記述・主張については、すべて筆者の責任で
ある

25


	生活経済学会関東部会・「生活経済学から見た住宅：居住保障政策とその課題」��　供給・管理構造から見る居住保障政策の諸論点
	０．本報告の概要
	１．前提：コンテキスト①共通点と相違点
	１．②社会住宅の少なさ（AHD： PH4.2.1）
	１．③住宅手当の少なさ(*日本のみ全世帯数)
	１．④居住水準の義務付け不在
	参考．ドイツにおける標準家賃表（大場 2019）
	２．既存の民間借家経営の構造変容①前提
	補論．くいつぶし型経営の機能（佐藤 2021）
	参考．既存経営を前提とした家主焼け太り
	２．②供給・管理の法的・アクター的前提
	２．③民間借家供給・管理のヘゲモニーと類型
	補論．住居確保給付金継続運動の階級的基盤
	３．改正住宅セーフティネット法①法制史
	参考．国交省によるモデル図
	３．②改正法をめぐる理解
	４．社会住宅の可能性①アメリカ
	４．社会住宅の可能性②イギリス
	５．総括①
	５．②残された課題
	参考文献①（社会学評論スタイルガイドに基づく）
	参考文献②
	参考文献③
	参考文献④
	謝辞．

